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ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
グ
ル
ー
プ
の
協
力

に
よ
り
、
パ
ソ
コ
ン
操
作
に
関
す
る

相
談
会
を
開
催
し
ま
す
。

　
場
所　

地
域
情
報
セ
ン
タ
ー
２
階
大

会
議
室

問
合
せ　

地
域
協
働
課
（
内
線
３
２

３
）

　

年
金
、
労
働
社
会
保
険
、
人
事
労

務
の
専
門
家
で
あ
る
社
会
保
険
労
務

士
が
身
近
な
問
題
の
相
談
に
無
料
で

お
応
え
し
ま
す
。

日
時　

12
月
２
日
㈰
午
前
10
時
～
午

後
３
時

場
所　

ア
ピ
タ
江
南
西
店

内
容　

年
金
、
定
年
後
の
再
就
職
、

有
給
休
暇
、
育
児
休
業
な
ど

問
合
せ　

県
社
会
保
険
労
務
士
会
尾

張
支
部
長　

池
田
裕
史
（
☎
０
５

６
８
―
67
―
１
０
１
２
）

　

所
得
税
、
法
人
税
、
消
費
税
、
相

続
税
な
ど
に
つ
い
て
相
談
す
る
こ
と

が
で
き
ま
す
の
で
、
ぜ
ひ
利
用
し
て

く
だ
さ
い
。

日
時　

毎
週
月
曜
、
水
曜
日
（
祝
休

日
を
除
く
）
午
前
10
時
～
午
後
４

時
（
通
年
開
催
）

※
「
税
を
考
え
る
週
間
」
に
は
11
月

12
日
㈪
、
14
日
㈬
、
17
日
㈯
、
18

日
㈰
の
４
日
間
開
催
し
ま
す
（
予

約
制
。
事
前
に
予
約
連
絡
の
上
、

お
越
し
く
だ
さ
い
）。

場
所　

東
海
税
理
士
会
小
牧
支
部
事

務
局
（
小
牧
市
中
央
１
―
３
４
６

木
津
用
水
会
館
２
階
）

※
駐
車
場
は
、
近
く
の
小
牧
市
営
駐

車
場
（
有
料
）
を
利
用
し
て
く
だ

さ
い
。

問
合
せ　

東
海
税
理
士
会
小
牧
支

部
（
☎
０
５
６
８
―
72
―
９
７
１
２

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジhttp://w

w
w

.
toukaizei-kom

aki.jp/

）

　　

県
弁
護
士
会
一
宮
支
部
が
無
料
の

法
律
相
談
会
を
開
催
し
ま
す
。
相
談

内
容
に
つ
い
て
の
秘
密
は
厳
守
し
ま

す
の
で
、
気
軽
に
お
越
し
く
だ
さ
い

（
電
話
予
約
必
要
）。

日
時　

11
月
25
日
㈰
、
平
成
25
年
１

月
27
日
㈰
、
28
日
㈪
午
前
10
時
15

分
～
午
後
４
時
25
分
（
１
人
30
分

の
相
談
）

場
所　

県
弁
護
士
会
一
宮
支
部
会
館

（
駐
車
場
あ
り
）

申
込
・
問
合
せ　

県
弁
護
士
会
一
宮

支
部
（
☎
０
５
８
６
―
72
―
８
１

９
９
）
へ
。

※
定
員
に
達
し
次
第
、
予
約
は
締
め

切
り
ま
す
。

パ
ソ
コ
ン
初
心
者
の

　
　
　
　
　

相
談
会

国
や
他
の
地
方
公
共
団
体
と
の
　

　
　
　
連
携
、
条
例
内
容
の
検
証

　

第
８
章
（
第
24
条
）
は
、
広
域

事
務
処
理
や
大
規
模
災
害
時
に
お

け
る
必
要
な
相
互
応
援
な
ど
の
た

め
に
、
国
や
他
の
団
体
と
連
携
、

協
力
す
る
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
ま

す
。

　

ま
た
、
最
終
章
で
あ
る
第
９
章

（
25
条
）
で
は
、
条
例
の
見
直
し

に
関
す
る
事
項
が
示
さ
れ
て
い
ま

す
。

第
25
条
　
国
及
び
他
の
　
　
　
　

　
　
　
地
方
公
共
団
体
と
の
連
携

　

執
行
機
関
等
は
、
共
通
す
る
地

域
課
題
を
解
決
す
る
た
め
の
施
策

の
実
施
、
効
率
的
か
つ
効
果
的
な

行
政
経
営
の
た
め
の
広
域
に
わ
た

る
事
務
処
理
、
大
規
模
災
害
時
の

相
互
応
援
等
に
つ
い
て
、
国
及
び

他
の
地
方
公
共
団
体
と
相
互
に
連

携
し
、協
力
す
る
よ
う
努
め
ま
す
。

　

住
民
の
生
活
圏
な
ど
の
広
が
り

や
、
大
規
模
災
害
の
発
生
時
の
対

応
な
ど
、
市
単
独
で
解
決
し
難
い

課
題
へ
の
対
応
に
向
け
て
は
、
国

や
他
の
地
方
公
共
団
体
と
連
携
、

協
力
す
る
こ
と
を
求
め
て
い
ま

す
。

第
26
条
　
条
例
内
容
の
検
証

　

市
は
、
必
要
に
応
じ
て
、
市
民

参
加
の
も
と
に
、
こ
の
条
例
と
社

会
情
勢
の
適
合
性
等
の
検
証
を
す

る
た
め
の
組
織
を
設
置
し
ま
す
。

２　

市
は
、
前
項
に
規
定
す
る
検

証
の
結
果
、
必
要
が
あ
る
と
認
め

る
と
き
は
、
こ
の
条
例
の
改
正
そ

の
他
適
切
な
措
置
を
講
じ
ま
す
。

　

市
を
取
り
巻
く
社
会
・
経
済
環

境
な
ど
の
変
化
に
応
じ
、
必
要
に

応
じ
て
、
市
民
参
加
の
下
に
、
条

例
の
検
証
を
行
う
こ
と
を
執
行
機

関
等
に
求
め
て
い
ま
す
。
検
証
結

果
に
よ
っ
て
は
、
条
例
の
改
正
な

ど
適
切
な
措
置
を
講
じ
る
こ
と
と

し
て
い
ま
す
。

問
合
せ　

地
域
協
働
課
（
内
線
３

２
３
）

「
江
南
市
市
民
自
治
に
　

　
よ
る
ま
ち
づ
く
り
　
　

　
　
基
本
条
例
」
の
中
身

　
　
　
　
　
　
　 

そ
の
13

⑱

協働と参加
情報共有で
まちづくり

・仕事に関する内容の相談はできません。
・ノートパソコンを所有している方はお持ちください。
・事前の予約は必要ありません。

対象者 開催日時 問合せ

初心者 第 1 ～第 4 土曜日
 9:30 ～ 11:30

尾北シニアネット
飯干紘司（☎ 56-0267）

初心者
　～中級者

11 月 11 日㈰
 9:30 ～ 11:00

IT 講師会
岡田洋子（☎ 56-5526）

無
料
税
務
相
談

無
料
法
律
相
談
会

社
会
保
険
労
務
士

　
　
　

無
料
相
談
会

相
談
は

無
料
で
承
り
ま
す

お
悩
み
ご
と
は

気
軽
に
相
談
し
て
く
だ
さ
い

よいし
ょ！


